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現在、美浜町では、新しい学校教育のあり方や、小中一貫教育学校の整備に向けて

検討を進めています。その取組の一つとして、先進的な学校づくりや小中一貫教育の

取組を学ぶため、先進事例視察を実施しました。 

本号では、その概要をお知らせします。 

今後も「新しい美浜の学校づくり通信」として、検討の状況を随時お知らせしてい

きますので、ぜひご覧ください。 

先進事例視察を実施しました！ 

★直近のスケジュール 

★先進事例視察の実施概要 

【第４回検討委員会】６月末頃 

・事例視察、アンケート結果の共有 

・目指す子ども像、教育の基本理念、 

目指す小中一貫教育について 

 

第 4 回検討 

委員会の概要は、 

次回の通信にて 

お知らせします！ 

【三尾地区】 

 
裏面に主な 

質疑応答等の内容を 

まとめています！ 

【日 時】令和８年 5 月 12 日（火）  

10 時 00 分～15 時 30 分 

【視 察 先】加東市立 東条学園小中学校（兵庫県） 

【参 加 者】検討委員会委員 12 名 

【主な内容】10:00～11:30 東条学園の見学 

13:00～15:30 研修会 

（加東市役所 2 階 201 号室） 

＜研修会の内容＞ 

〇小中一貫校の施設等 

〇小中一貫教育の内容等 

★施設紹介（東条学園の見学より） 

研修会の様子 

低学年の教室前に 

配置された上履きのまま 

遊べるプレイロット 

教室横の多目的スペース 

小・中学生が集い  

多くの目で見守ることが  

できる中庭（つながりのにわ） 

小中の垣根を越えて 

給食を食べながら交流 

できるランチルーム・ 

地域交流スペース 

 

廊下端の多目的スペース 

検討委員会の 
 開催状況は、 
こちらから 
随時更新して 

お知らせします！ 
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 美浜町 教育委員会 教育課  
TEL：0738-23-4955   
Mail：kyoi@town.wakayama-mihama.lg.jp 

★質疑応答の一部をご紹介します！ 

視察を通じて、多くの学びを得ました！ 

・整備方針を示した当初は、学校統合や小中一貫教育に対する反対意見があったと

のことですが、それらの反対意見には、どのように対応したのでしょうか。 

・児童生徒数の減少、複式学級の可能性、施設の老朽化、子ども同士の多

様な関わりの必要性などを説明し、「子どものためにより良い教育環境を

整える」という視点で理解を得てきました。 

・異動してきた教職員の戸惑いや不安はあるのでしょうか。 

・教職員から大きな違和感があるという声はあまり聞いていません。 

・他校から異動してきた教職員には最初に研修を行うなど工夫をしています。 

加東市 

加東市 

参加者 

参加者 

★加東市のご説明 

２. 学校施設整備（ハード面）について 

 東条学園では、児童生徒が学びやすく、教職員が連

携しやすい施設となるよう工夫しています。学年

段階に応じた教室配置に加え、地域利用を想定し

た動線の分離、職員室・保健室・相談室の連携しや

すい配置など、学校生活と地域利用の両面を意識

した空間づくりを行っています。 

 限られた敷地を有効に使うため、屋上プールなど

の工夫を取り入れています。 

 災害ハザードエリアに近いため避難場所としての

機能も備えています。 

１. 学校教育（ソフト面）について 

 東条学園では 4-３-2 制を基本に、学力向上やリ

ーダーシップの育成を目指しています。小学５・

６年生と中学１年生の交流など、学年段階に応じ

た交流の機会を設けています。 

 キャリア教育や地域連携にも力を入れており、職

業体験、ふるさと学習、見守り活動、田植え体験、

花壇づくりなど、地域と学校が一体となった取組

を推進しています。また、学校運営協議会や

PTCA を通じて、保護者だけでなく地域住民も

学校運営に関わる体制を整えています。 

 中学 3 年生が沖縄で学んだ内容を６年生に伝え、

６年生が広島で学んだ内容を中学 3 年生に伝え

る「つなぐ平和学習」や、小中の児童生徒が一緒

に給食を食べる「ハッピーランチ」など異学年交

流を実施しています。 

★ご質問・ご意見フォーム 
 

ご質問・ご意見は、 
こちらの QR コード 

からご投稿ください！ 

・小中一貫教育での校則や生活ルールは、どのようなルールとなっていますか。 

・小学校から中学校へ進学する際の不安を軽減するため、 

どのような取組を行っていますか。 

参加者 

参加者 

加東市 

加東市 

・中学生には生徒手帳に生活ルールを記載しています。小学生についても

ご家庭の冷蔵庫などに生活ルールを貼っていただき、早い段階から保護

者と共に生活ルールを意識できるようにしています。 

・小学５・６年生の段階から中学校教員の授業を受けたり、上級生と交流

したりすることで、中学校が「知らない場所・知らない先生・知らない

先輩」ではなくなり、進学時の不安軽減につながっています。 

※ PTCA ： PTA （ 保 護 者 と 教 職 員 ） に 地 域 住 民

（Community）が加わった、学校・保護者 ・  

地域一体型の組織 


